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【論　説】

天皇の「公」「私」と皇室財産への課税

山 田  亮　介

1．はじめに─皇位継承と相続税・贈与税の課税─

　2017（平成 29）年 12 月 8 日の閣議において、「天皇の退位等に関する皇

室典範特例法」（同年 6月 9日成立、同 16 日公布）の施行日を 2019（平成

31）年 4月 30 日とする政令が決定された。この特例法の附則第 7条には、

「第 2条の規定により皇位の継承があった場合において皇室経済法第 7条の

規定により皇位とともに皇嗣が受けた物については、贈与税を課さない。」

とあり、「皇位とともに伝わるべき由緒ある物」、いわゆる「由緒物」の贈与

税非課税を規定している。天皇が崩御したことによる皇位継承の場合には、

由緒物に対しては相続税が非課税とされるが（相続税法第 12 条 1 項 1 号）、

それとの整合性を図ったものであるといえる。

　昭和天皇崩御の際には、課税対象の遺産総額は 18 億 6900 万円余で、上皇

陛下と香淳皇后がそれぞれ 9億 3450 万円余ずつを相続した1）。相続税法で

非課税扱いの由緒物（三種の神器、宮中三殿など約 600 件）に含まれない美
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術品や御物類約 3180 件は宮廷用品（国有財産）として国に寄贈された。こ

のとき香淳皇后は配偶者控除により非課税であったが、上皇陛下は（内廷会

計主管名義で）およそ 4億 2800 万円の相続税を納めた2）。当時この相続税

課税措置の是非をめぐっては国会において議論された。1989（平成元）年 6

月 14 日衆議院法務委員会において、民社党の滝沢幸助議員は以下のように

質問している。

　「陛下に税金を納めていただくということは日本の歴史的皇室というものの御
存在からいうとなじまぬことでありまして、これは戦後初めての例でありますか
ら、しかも、今回のことが今後の長い例の一つの前提になると思いますので、こ
れを宮内庁が中心になって政府部内で十分協議されて、陛下に所得税（原文マ
マ）を課するというようなことのないように御配慮をいただきたい。それは皇室
経済法ないし皇室典範に及ぶかどうか知りませんけれども、相続税法の改正をも
って足りるわけであります。この点、いかがなものでありましょうか。」3）

　これに対して大蔵省主税局税制第三課長の野村興児は次のように答弁し

た。

「皇室の相続税課税につきましては、相続税法第 12 条に非課税財産を規定してい
るところでございます。その第 1号は、先ほどお話しございましたとおり、『皇
室経済法第 7条の規定により皇位とともに皇嗣が受けた物』、すなわち『皇位と
ともに伝わるべき由緒ある物』、これにつきましては非課税の取り扱いとなって
いるわけでございます。ただ、したがって、その他の財産、例えますれば有価証
券や預金、こういったようなものは一般私人の財産と同様の性質を持つと考えら
れますので課税対象となっているわけでございます。」4）

　このあとつづけて、昭和天皇も過去に、貞明皇后や秩父宮の相続に際して

は、相続税の納税申告をおこなった点に触れている。当時、上皇陛下に対す

る相続税課税については根強い反対もあり、前述の答弁のあとには同 20 日

にも柳沢鍊造参議院議員が同趣旨の質問をおこない、また自民党内部におい

ても「皇室問題懇話会」が緊急会合を開いて税務当局に課税の見直しを迫る

などして、相続税法の改正の動きもあったという5）。しかし結局、そのよう
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な改正はなされず、現行法制度上は、皇位と密接に関連する由緒物すなわち

三種の神器、宮中三殿、壺切の御剣、東山文庫その他美術品の一部等をのぞ

く皇室財産一般については、相続税の課税対象となった。

　このたびの皇位継承に際して、特例法によって非課税とされた以外の財産

に贈与税が課税されるとすれば、その範囲や金額、手続きはどうなるか。昭

和天皇および香淳皇后の財産を相続された上皇陛下の資産を天皇陛下が承継

し、それに対して贈与税が課税されるとすれば、相当の金額にのぼることが

予想できる6）。この先も皇位継承のたびに、由緒物以外の皇室財産が「一般

私人の財産と同様の性質を持つ」という理由で、贈与税あるいは相続税の課

税対象となり続ければ、皇室の手元に残される財産は減少していく一方とな

るであろう。前述の昭和天皇崩御の際の美術品等の国有化だけでなく、皇族

に関してもたとえば、高松宮宜仁親王殿下薨去時に喜久子妃殿下が課税額を

少なくするために高輪の私有地の大部分を国に寄付し（その後皇室用財産）、

葉山別邸も売却して相続税の支払いに充てたこともまた同様である7）。

　本稿は、まず現行法制度における皇室財産への課税について、天皇の納税

の義務と内廷費の性質という二つの観点から疑問を呈示する。次に、戦前は

明治期から戦後占領期にかけて天皇の統治のあり方や国家における位置づけ

が、皇室財産の性質や課税をめぐる議論とどのように関わったのかを整理す

る。最後に、日本の象徴天皇制における天皇の公私と皇室財産に対する課税

の関係性およびその是非を検討する。

2．現行法制度における皇室財産課税の問題点

（1）天皇の人権享有主体性と納税の義務

　現行法制度上、皇室（天皇もしくは皇族）に対する非課税は、次に掲げる

とおりである。皇室経済法第 7条規定の皇位とともに伝わるべき由緒ある物

に対する相続税（相続税法第 12 条 1 項 1 号）、同由緒物である固定資産（宮

中三殿など）に対する固定資産税（地方税法第 348 条 2 項 1 号）、同由緒物
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である不動産に対する不動産所得税（同第 73 条の 3・2項）、皇室用財産

（皇居や御用地など）（固有財産法第 3条 2項号）に対する固定資産税（同第

348 条 2 項 1 号の 2）、内廷費・皇族費に対する所得税（所得税法第 9条 1項

12 号）、天皇および内廷にある皇族の用に供される物品への関税（関税定率

法第 14 条 1 号）。ここに列挙した以外、すなわち由緒物以外の財産に対する

相続税、皇室費以外で生じた所得（著書の印税など）に対する所得税、不時

の出費に備えて保有する株や債券など有価証券の運用益や預貯金利子に対す

る所得税、そして住民税は納めている8）。

　日本国憲法第 30 条は「国民は、法律の定めるところにより、納税の義務

を負ふ。」と規定する。納税の義務は、国家の構成員かつ主権者たる国民が、

みずから納めた租税によって国家財政を支え、もって国政の運営を維持する

当然の義務である。通説によれば、ここにいう「国民」には、個人のほか法

人、天皇や皇族、外国人、法人格のない社団なども含まれ、日本に居住し、

課税目的となるものを持ち、行為を成す場合には納税の義務を負うとされ

る9）。また「租税」の定義としては、「国（または地方公共団体）が、特別

の役務に対する反対給付としてではなく、その経費にあてるための財力取得

の目的で、その課税権に基づいて、一般国民に対して一方的・強制的に賦課

し、徴収する金銭給付」10）と一般的に理解されている。

　天皇に納税の義務はあるのかを問うとき、まずは天皇が日本国民かという

ことを考える必要がある。そして天皇の場合「国民である」ということは、

国家の構成員として「日本国民」であるという形式的意味か、日本国憲法第

3章「国民の権利及び義務」において規定される人権保障ないしは義務の主

体となる実質的な「日本国民」を意味するのか、それぞれ分けて論じなけれ

ばなるまい11）。前者については、天皇は一般国民のような戸籍はもたない

が、国籍については国籍法（憲法第 10 条にいう「法律」）ではなく皇統譜に

もとづいて有している。いわゆる記帳所事件の第二審判決（東京高判 1989

（平元）年 7月 19 日民集 43 巻 10 号 1167 頁参照掲載）は、「天皇といえども

日本国籍を有する自然人の一人」と述べており、また学説上も「日本国籍を
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有するものでも戸籍に記載されない唯一の例外に天皇および皇族がある」と

して天皇が形式的に日本国民である点で一致する12）。問題は後者の、天皇

が実質的に国民かどうか、すなわち天皇が人権享有主体であるかどうかであ

る。第 1説は、天皇や皇族も国民に含まれ、したがって人権も保障される

が、象徴としての職務の特殊性や皇位の世襲制の見地から、特例として国民

とは異なる扱いをうけることもあると説く多数説である13）。第 2説は、天

皇と皇族をわけたうえで、天皇はその象徴たる特殊の地位を有するものであ

るから、一般的には国民に含まれないが、憲法第 3章の規定も可能な限り適

用があると考えられるのに対して、皇族は当然国民に含まれるが、皇位継承

の関係のある限りで多少の変容を受けるとするものである14）。第 3説は、

皇位の世襲制という近代人権思想の中核をなす平等理念とは異質の取り扱い

をうけている天皇および皇族は、ともに「門地」によって国民から区別され

た特別の存在であって、国民に含まれないとする15）。

　実際に天皇または皇族に制限される権利・自由を列挙してみる。まず、政

治的中立性の要求や天皇が国政に関する権能を有しないという観点16）から

は、参政権（選挙権・被選挙権）（憲法第 15 条）、表現の自由においては特

定政党加入の自由や政治活動の自由（同 21 条）が認められない。ほかに、

居住・移転・職業選択の自由（同 22 条 1 項）、外国移住・国籍離脱の自由

（同条 2項）、婚姻の自由（同 24 条には「婚姻は、両性の合意のみに基いて

成立し」とあるが、皇室典範第 10 条は「立后及び皇族男子の婚姻は、皇室

会議の議を経ることを要する。」と規定する）、財産権（同 29 条）17）なども

制限されている。また、「制限」というよりはむしろ、天皇・皇族に直接的

には「無関係」とみるべき人権に、生存権（同 25 条）、労働基本権（同 28

条）などが挙げられるであろう。くわえて、天皇・皇族は養子を持つことが

できず（皇室典範第 9条）、私生活上のプライバシーの権利も、相当程度、

制約されている。

　多くの人権や自由が制限されるか、認められていないという天皇の特殊な

地位は、憲法自ら「国民の権利及び義務」とは別に「天皇」の 1章を設け、
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上記第 3節にいうような憲法第 14 条の「平等原則」とは別次元の「皇位の

世襲（同 2条）（さらに皇室典範によって皇位継承資格者を皇統に属する男

系男子に限定（皇室典範第 1条））」を規定（ママ）していることに拠る。も

っとも、人権思想がヨーロッパにおける国王と議会の関係性の中から歴史的

に発展し、市民革命を経て近代立憲主義憲法の中に結実したことを考えると

き、日本においては明治期の立憲主義憲法によってはじめてこれらを採用し

たのであり、それよりも遥か昔より存在する天皇や皇室に、金科玉条のごと

く唱えられる「人権」概念を持ち込むことに違和感を覚える。天皇と国民一

般を同じように比較して、天皇にはどこまで人権保障が及ぶか、もしくは制

約されるかという問題を論じるその考え方が適切とは言えないのではなかろ

うか18）。天皇にどのような自由が認められるかについては本来、人権の

「制限」や「例外」ではなく、人権保障の枠外で、換言すれば「（象徴）天皇

制」という歴史に根差した日本特有の制度の枠内で論じられるべきことのよ

うに思う。いずれにせよ、天皇にこのように多くの自由が認められていない

現状において、納税の義務については一般国民と同様に負うべきであるとす

る考え方には、にわかには得心がいかない19）。また本項冒頭で触れた租税

の定義、すなわち国または地方公共団体の経費に充てるために一般国民に賦

課するという性質と、国庫から支出される皇室費にもとづいて生計をたてて

いる天皇へ課税することの趣旨が合致するかという点も甚だ疑問である。

（2）内廷費の公的性質について

　皇室経済法には、毎年予算に計上される皇室費（憲法第 88 条）のうち、

天皇や皇族の日常の費用等に充てられる内廷費および皇族費に関する規定が

あるが、皇室はこの費用にもとづいて生活している。皇室経済法第 4条 2項

には「内廷費として支出されたものは、御手元金となるものとし、宮内庁の

経理に属する公金としない。」とある。皇族費に関しても同項の準用規定が

ある（同第 6条 8項）。宮廷費が、皇室の公的な活動や儀式、行事、宮殿の

修繕費等に支出されるのに対して、この公金とされず御手元金となる内廷費
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は、天皇および内廷皇族の日用品購入や食事、私的交際費等に充てられるも

のとされる20）。ゆえに、宮廷費＝公的費用、内廷費＝私的費用（私産）と

の理解がなされうるわけであるが21）、本当にそのように言い切れるであろ

うか。この点につき大原康男は、内廷費が公的性格のものである旨、その論

考ですでに指摘している22）。本項においてまずは、内廷費の性格と使途に

ついて、大原の論考に沿って改めて整理する。そののち、これと関連する皇

室祭祀の位置づけをめぐる議論にも触れようと思う。前述のとおり、内廷費

と皇族費は、所得税が非課税とされているが（所得税法第 9条 1項 12 号）、

これについて瓜生順良（宮内庁次長）は内閣委員会で、次のように説明して

いる23）。

「内廷費は普通の俸給という観念ともまたちょっと─それに類するものですけれ
ども、ちょっと違って、内廷のいろいろな形式的な経費に充てられる。そうして
その関係で、国の立場として、まあ幾らか税金をとられても、それじゃ結局必要
なだけ経費をその上に上積みするということで、手数がかかるというようなこと
じゃないか（後略）。」

　この答弁内容は、GHQ経済科学局の J. E.ウォルターが、皇室経済法制定

に関する会議の中で、「内廷費は皇室の維持のために一定の費目に対して所

要の支出がなされるものである。この点奉仕に対する報酬たる給料等とは性

質を異にする。（中略）従って内廷費そのものには課税しないのは差し支え

ない（後略）。」と述べている点に符合する24）。

　次に、その使途に着目すると、内廷費からは、内廷職員の人件費も支出さ

れており、それが全体の 3分の 1（34％）を占める25）。内廷職員の人件費と

いうのは、生物学研究所や御養蚕所の職員のほか、年間 20 回近くおこなわ

れる皇室の儀式や祭祀で必要とされる掌典・内掌典職（神官）の雇用にかか

る費用である26）。残り 3分の 2（66％）を占める物件費の内訳を、1990 年 4

月 26 日参議院内閣委員会における宮尾盤（宮内庁次長）の皇室費歳出予算

に関する発言にもとづいて細かくみてみると、服装や身回りの用度費が約



天皇の「公」「私」と皇室財産への課税 （山田）

─ 8 ─

18％、食事・会食・厨房器具等経費が約 13％、奨励金・賜り金その他交際

上の経費が約 9％、研究・教養関係の経費が約 7％、宮中祭祀等の関係諸費

が約 8％、その他雑費が 11％程度ということである。この中で特に注目すべ

きなのが、「奨励金・賜り金その他交際上の経費」および「宮中祭祀等の関

係諸費」である。この二つで内廷費全体のおよそ 17％を占める。「奨励金や

賜り金」は、災害時の都道府県に対する見舞金、中央共同募金会の募金、日

本赤十字社や済生会など社会事業団体への事業奨励金、日本学士院や日本芸

術院の恩賞受賞者に対する銀花瓶代などの学術・芸術奨励費用であり27）、

「交際費」には外国皇族に対する贈答品（オフィシャルではない土産に対す

る返礼品）や来賓時の皇后陛下の衣服などが含まれる。「宮中祭祀等の関係

諸費」は、伊勢神宮をはじめ全国神社への勅使参向（幣帛代含む）や、宮中

三殿でおこなわれる皇室祭祀の諸経費などである28）。この時点でまず、奨

励金などの下賜金、交際費が、天皇の象徴としての地位や職務に関係する公

共性の高い費用項目であることは一目瞭然である。

　宮中祭祀等にかかる費用に関しては、掌典・内掌典などの人件費も含め

て、皇室祭祀の性格をどう考えるかによって、その性質の捉え方もかわって

くる。これまで政府は、皇室祭祀を「皇室の（私的）行事」と位置づけ、そ

の費用は内廷費を充てることで、憲法上の政教分離原則と調和を保ってき

た29）。つまり、憲法に規定する国事行為や象徴としての地位に準ずる公的

性格を有する儀式には公費を支出するが、それ以外の主として神道形式でな

される皇室祭祀は、宗教的性格を帯びるという理由で皇室の私事とされ、そ

の経費は内廷職員の人件費と併せて内廷費によって支弁されてきたのであ

る。

　しかし、本当に皇室祭祀は皇室の私的行事といえるのか。阪本是丸が、参

議院の憲法調査会でおこなった答弁が一つの参考になる。当時の民主党ツル

ネンマルテイ議員から、春秋恒例祭が国費で賄われているが、これも天皇か

ら見れば私事とされるのかとの質問を受けた際、阪本は「いろんな方が皇室

の祭祀、宮内庁では宮中祭祀と言っていますが、それをいわゆる宗教あるい
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は神道というふうには考えておりません」としたうえで、皇室祭祀は私事で

はなく、またそれをまかなう内廷費もポケットマネーではない旨述べてい

る。さらに、歴史的にみれば、仏教信者であった天皇もたくさん存在した

が、自らの信仰としての仏事と皇室祭祀としての神事をわけておこなわれて

いた、という30）。

　一方、葦津珍彦は、その著書において次のように言う。「『天下の公の祭

り』をなさる内廷の神事を、陛下の個人的私事と解するのは、非礼であり理

義に反する。天子の御祭りは、ひたすらに『国平らかに民やすかれ』と祈ら

せられる」。そして、内廷費に関しても「『宮内庁経理の公金でない』と書い

てあるからとて、それを直ちに私金であると短絡解釈し、断定してしまふの

は、あまりにも浅薄独断ではないか」と断じている31）。たしかに、宮内庁

ホームページ内で宮中祭祀の主要祭儀をみると、「国民のため」や「年穀豊

穣祈願」といった内容のものが目立つ32）。皇室祭祀のもつ本来の性格は、

天皇や皇室のための私的な祈願ではなく、国家・国民全体のため（さらには

世界・人類のため）に祈りを捧げるという性格をもつ33）。内廷費が「宮内

庁の経理に属する公金としない」とはあるのは、「国庫から支出された直後

には、行政機関の経理法による公金ではなく、国の象徴としての天皇の親裁

下の『皇室の公費』となる」34）という意味には解せないか。事実、内廷費の

管理は、宮内庁長官官房の「皇室経済主管」（国家公務員）が、内廷費を扱

うときに「内廷会計主管」と名と立場をかえているだけであって、その管理

にあたっている者は同じである。また、内廷費には予算や決算の制度もあ

り、内廷会計審議会がこれを審議することになっている35）。このように公

金に準ずる管理運用がなされている内廷費を、宮廷費＝公的費用、内廷費＝

私的費用と明確に区分けすることは難しい。むしろ、両者とも「公金」であ

るが、その使途や管理方法が現行の憲法や法制度との兼ね合いから便宜的に

分けられているにすぎない、と解するほうが実態に促している。

　そうすると、ここで新たな疑問が生ずる。内廷費にはあらかじめ 1割の予

備費が含まれており、天皇は株や債券などの有価証券も内廷会計主管名義で
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一部有しているものの、その資産の多くは内廷費の余剰を積み立てた金融資

産から成っている36）。もし仮に内廷費をこれまでみてきた性格や使途にも

とづいて単なる「私的経費」としてではなく「公的経費」と考えるとすれ

ば、その残余積み立てによって生じた資産を「天皇の私的財産」と性格づけ

ることが妥当といえるか37）。私的財産とは違う性格のものであるとすれば、

そこに課税するという理屈はおかしい。「天皇に私なし」という伝統的な皇

室観と、戦後 GHQによってもたらされ強調されることになった天皇の私的

側面の関係性をどうみるべきであろうか。次節では、明治期の皇室財産の位

置づけや、税制上の扱われ方をめぐる議論を検討する。

3．戦前の皇室財産と課税をめぐる論議

　明治維新後の政府は、立憲君主制ならびに中央集権国家体制を築くために

法制度を整備して、日本を近代化する必要に迫られていた。天皇の国政上の

位置づけや皇位継承をはじめ、皇室財産の設定をめぐる問題についても明治

初期からさまざまな議論がなされた38）。1876（明治 9）年、内閣顧問の木戸

孝允が皇室財産の設定に関する建議をおこなったが、同年に元老院で起草さ

れた「日本（帝国）国憲按（第一次案）」にも同旨の意見が存在する39）。国

憲按で示されたのは、人民にも土地所有を認め、また官有の土地が政府の土

地となった以上は皇室も私有の財産を持つべきであること、またそれによっ

て財政的に政府から宮中を分離することが必要であるという点である40）。

このように皇室（王室）と政府を分ける考え方は、ヨーロッパ王室のあり方

を範としたものである。明治 14 年の政変以降、憲法制定と議会開設の方針

が具体化する頃になると、皇室財政に対する議会の干渉を防止する理由で

も、皇室財産の設定が主張されるようになる41）。

　岩倉具視は、民権論の隆盛によって天皇（皇室）や陸海軍の費用が、議会

の影響をうけることを危惧して、租税によらない財源として皇室財産（皇室

領）を設定すべきとの意見書を閣議に提出した42）。大隈重信や福沢諭吉は、
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皇室財産を学問・芸術の奨励や慈善博愛のような非政治的なものに充てるた

めに設けるべきであると説いている43）。だが一方で、皇室財産に「帝徳論」

「王土論」の立場から反対する者もいた。明治天皇の側近であった元田永孚

は、「帝室の頼りて永遠に維持せらるる所以のものは、土地の恃むべきもの

あるが故にあらずして、至徳大仁の能く民心を繋ぐに外ならざる」「今至徳

大仁是れ修めず、而して人民私有の土地を取りて帝室の私有と為さんとす、

是れ帝室、人民と同等の利を争ひ自ら帝権を損するものなり」とし44）、ま

た、従来日本国土はすべて皇有であったにもかかわらず、それを民有・官

有・皇有と区別することについても批判している45）。井上毅は、官有地と

は別に皇室の財産（御有地）を設けることは、宮中府中（皇室と政府）を分

けることを意味し、近代化する国家がそれを統治する天皇と一体である考え

方と相容れないとして最後まで反対していた46）。

　最終的には、1885（明治 18）年、大蔵大臣松方正義による皇室財産設定

の急務に関する建議が認められ、皇室財産が順次形成されていくこととなっ

た47）。この前後には、政府所有の有価証券のうち、日本銀行、横浜正金銀

行、日本郵船などの株券が、皇室財産に移管されている。同年 12 月、帝室

林野局の前身である御料局が宮内省下に置かれ、1887 年（明治 20）年から

は官林のうち皇室財産に編入すべき部分の調査が開始された。大日本帝国憲

法発布の年（1889（明治 22）年）には、政府によって任命された官林官有

地取調委員の取り調べ結果にもとづいて、御料予定地の授受が完了する。佐

渡・生野両鉱山も同年、御料局に移管された。その結果、岐阜、長野、山

梨、愛知および奈良から三重にわたる山林地帯が御料林とされ、青森、秋

田、熊本、宮崎、埼玉の大森林は国有林となった。翌年（1890（明治 23）

年）11 月 27 日、勅書をもって御料地の中から宮城や離宮、京都御所、正倉

院宝庫をはじめ、高輪御料地、上野御料地、丹澤御料地、木曽御料地など

19 の御料地が世伝御料に勅定された（宮内省告示第 27 号）48）。なお、これ

らの御料地とは別に、明治初年から天皇は毎年国庫より常額を受け取ってお

り、その金額は 1887（明治 20）年で 250 万円であったものが漸次増額され
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て、1910（明治 43）年には 450 万円に増加し、以後終戦まで一定である49）。

しかし、もっとも大きな収入は御料林経営によってもたらされたもので、こ

れにより莫大な財産が形成されていったのである。

　以上のように整備されていった皇室財産・皇室経費は、大日本帝国憲法お

よび旧皇室典範に次のように規定された。

─大日本帝国憲法─
第 66 条　皇室経費ハ現在ノ定額ニ依リ毎年国庫ヨリ之ヲ支出シ将来増額ヲ要ス
ル場合ヲ除ク外帝国議会ノ協賛ヲ要セス
─旧皇室典範─
　第 8章　世伝御料
第 45 条　土地物件ノ世伝御料ト定メタルモノハ分割譲与スルコトヲ得ス 

第 46 条　世伝御料ニ編入スル土地物件ハ枢密顧問ニ諮詢シ勅書ヲ以テ之ヲ定メ
宮內大臣之ヲ公吿ス
　第 9章　皇室経費
第 47 条　皇室諸般ノ経費ハ特ニ常額ヲ定メ国庫ヨリ支出セシム
第 48 条　皇室経費ノ予算決算検査及其ノ他ノ規則ハ皇室会計法ノ定ムル所ニ依
ル

　皇位にともなって将来の皇室に代々伝えられるべき皇室財産を世伝御料、

それ以外のものを普通御料と云い区別された。世伝御料が公的な性質を有す

るとして旧皇室典範に規定が置かれたのに対し、それ以外の御料地（皇室財

産令（1910（明治 43）年）第 18 条以下「普通御料」）は規定されなかった。

この点に関連して、前述の世伝御料勅定にさきだって 1890（明治 23）年 8

月 2日枢密院において配布された資料50）には次のようにある。

「世伝御料ハ憲法ノ最上部分タル皇室典範（公布シタルト否トニ拘ハラス）ノ明
條ニ依テ成立シ皇室ニ係属シテ帝位ト共ニ万世ニ継承シ全ク普通法ノ外ニ於テ処
分セラルヘキモノトス即チ租税ヲ賦課スヘカラス売買譲与スヘカラス…（中略）
…御料中世伝御料ノ勅定アルニ於テハ其他ノ御料ハ御私料ト為ササルヲ得ス既ニ
御私料タリ御私産タルニ於テハ立憲制ノ理義ニ依テ普通法律ノ範囲内ニ於テ処分
セラルルノ盛意ヲ示サレ凡ソ私有ノ財産ハ其所有者ノ何人タリ其所有権移転ノ如
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何ニ依テ之ニ附帯スル権義ニ差異ナカラシムヘシ即チ世伝御料外ニ属スル財産就
中土地ハ丈量地価ヲ付シ啻ニ地方税郡市町村費ヲ負担スヘキノミナラス進テ国税
ヲモ負担スヘシ」

　世伝御料は前述のように皇位とともに継承される性質をもつため、普通法

律の適用外とされ、売買や譲与の対象にならず租税も賦課されるべきではな

いとされた。他方、世伝御料以外の御料（普通御料）は「御私料（御私産）」

であるから、普通法律の範囲で取り扱われ、一般国民と同様に国税、地方

税、群市町村費の賦課対象とすべきであるとする。また「皇族ノ別邸其他ノ

所有地モ亦総テ普通法ノ下ニ於テ之ヲ処分セラルヘキ」であると示された。

宮内省は、世伝御料だけではなく通常の御料地も国税免除にしようとしてい

たが、政府は通常の御料地に対しては課税しようとしていた51）。

　世伝御料勅定よりも以前、1887（明治 20）年 3月 20 日、旧皇室典範およ

び皇族令の草案について、伊藤博文は柳原前光や井上毅と会談をおこなって

いるが、そこでは皇室財産に対する免税の範囲（国税のみとするのか、地方

税や町村費も含むのか）に関する柳原の質問に対して、伊藤は次のように説

明する。株券や公債証書のように普通民法に規定されるものについては、そ

の所有者によって権利義務が増減するべきではないのに、もしそれを皇族が

所有し免税されるとすると、「民法上ノ原則ヲ蹂躙スルコト甚シ」となるか

ら、免税に関しては不動産に限定するべきである。ただし、不動産とはい

え、一概に判断するべきではないから、御料地についてはその性質にしたが

って斟酌を加える必要がある。免税の範囲についても一概に論ずることはで

きない。国税のみとするのか、地方税や町村費も含むのかについては、議論

を尽くさなければならない。町村費は、徴収する地方にある土地の便宜向上

や改良に使われるものであって、その利益を享受するのは納税者である。皇

室財産に属する土地も、そのような便宜を享受する以上は、町村費の支払い

に応じる必要があるという考え方もできる。他方で、納税は臣民の義務であ

って、一国の主権者である君主が負担すべきものではないから一切免税され

るべきであるとの議論もありうるが、課税対象となる物件の性質や徴税の目
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的に応じて論じられるべきである。町村費のようなものは、「法律上ノ義務」

ではなく、むしろ「徳義上ノ義務」であるから、徴収に応じることもでき

る。免税については、皇室典範に明文化するのではなく、現行の「土地名称

区分」などの行政上の法律で指定するほうがよい、というものである52）。

　普通御料に対して課税するか否かの論争は、旧皇室典範制定過程や世伝御

料勅定の際に起こったものの、結局のところ、旧皇室典範に課税について規

定は置かれず、世伝御料を含むすべての御料地が非課税とされたが、ここに

おいて皇室財産への課税をめぐって、宮内省の「皇室財産は公的なものであ

って非課税とすべき（課税ではなく下付とすべき）」とする路線と、政府の

「普通御料は私的財産であるから、普通法の適用をうけ、したがって課税も

なされる」とする路線の二つの対立軸ができあがった、と加藤祐介は指摘し

ている53）。皇室財産が設定される頃からすでに、皇室財産課税について一

定の議論が存在したという点は注目に値する54）。

　当時の皇室財産課税議論の背景にあるのは、皇室財産設定の際の議論にも

同様に存在した皇室（王室）と国家の関係をめぐる二つの考え方、すなわち

日本の伝統的皇室観とヨーロッパの王室観の相違である。井上毅は、ヨーロ

ッパの支配は「オッキューパイド」という言葉にみられるように、実力（勢

力）による私的支配（「うしはく」）であったのに対して、日本の皇室の統治

は、伝統的に実力ではない「君徳」にもとづく公的支配（「しらす」）であっ

たと述べている55）。のちに設置される帝室制度調査局の御用掛であった穂

積八束は、日本とヨーロッパの王室との財政制度の相違点を次のように表

す。外国の君主制国家においては、君主の財産と国家の財産が分かれておら

ず、様々な政務にかかる費用はすべて君主の私産が用いられていた。しかし

近世にいたって国務が複雑・多様化しはじめると費用も膨大となり、そこで

君主一家の財産と国庫を分けるようになった。これは君主の「私事」と国政

という「公事」を区別する精神に則って、それを財政面においてもわける趣

旨である。さらに君主一家の財産を、君主一個人の私有財産と王室に属する

家産に分けるようになる。これは皇室の沿革とは異なるが、我が国における



天皇の「公」「私」と皇室財産への課税 （山田）

─ 15 ─

普通御料と世傳御料の区別に似ている。我が国古来の歴史においては、皇室

の費用は国民の租税をもって支弁することになっているが、此の主義は我が

国においては従来の制度をなお明白にこの立憲政体の上に確かめたものであ

るが、ヨーロッパ諸国において考えると、国庫が王室の費用を支弁するとい

うことは一つの新しい制度である56）。

　ヨーロッパにおいては、国家の統治はもともと君主の「私事」であり、そ

の費用も君主の私産が用いられていた。対して、日本の国家の統治はもとも

と天皇の「公事」であって、それには租税が充てられてきた。穂積の指摘

は、井上のヨーロッパ王室の「うしはく」型の統治と日本皇室の「しらす」

型統治の区別を、財政の観点からみたものであるといえる。

　明治時代になって、天皇を中心とした立憲君主制国家を構築するにあた

り、ヨーロッパの君主制・王室制度を倣い、そしてまた議会による干渉を防

ぐ目的もあって、天皇および皇室内部のことと国政に関することを分離しよ

うとした。このことは、1885（明治 18）年、宮内大臣を内閣の外に置き、

宮内大臣を国務大臣としなかったこと（議会からの要求に対応する必要がな

い）57）、皇室典範を「家法」と位置づけて通常の法律のように「公布」しな

かったこと、財政面では、国有財産とは別に皇室固有の財産を設定したこ

と、政府が皇室財産の「私的」部分に課税しようとしたこと、などにあらわ

れている。ところが、日本の皇室制度はヨーロッパの王室制度とはそもそも

歴史的沿革が異なっている。ヨーロッパ王室のように皇室の「公」「私」を

区別しようとした結果、ヨーロッパの考え方と日本の伝統の両者が混在する

ことで、かえって宮中府中の区別が曖昧になるという問題が生じた。皇室内

部のことのみを管轄とするはずの宮内省が、国政にかかわることについても

一定の権限を有するとされ、このことは、たとえば、1889（明治 22）年の

改定「宮内省官制」（宮内省達第 10 号）によって、宮内大臣が主任事務につ

き臣民に命令告示する権限、警視総監・北海道庁長官・府県知事に命令する

権限を有していた点や、「華族令」（1884（明治 17）年宮内省達）は、叙位

叙勲など国家の栄典としての華族制度について定めるが、これらが宮内大臣
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の所管事務とされていた点などに見てとれる58）。

　1899（明治 32）年に帝室制度調査局が設置され、さらに同 36 年に伊東巳

代治が同局副総裁に就任すると、皇室と国家を分別してきたこれまでの皇室

制度を見直す作業が始まる。国家の中に皇室を明確に位置づけることによっ

て、皇室は国家の一要素であるという点を再確認するというものである59）。

従来家法とされてきた旧皇室典範を憲法と同格の「国家の根本法」に位置づ

け、また皇室の事柄も国務と無関係ではないから、1907（明治 40）年に公

布された「公式令」（勅令第 6号）は、詔書や旧皇室典範改正、皇室令につ

いては、宮内大臣だけではなく内閣総理大臣や国務大臣の副署を規定し

た60）。これにもとづいて、同年には臣籍降下を制度化した皇室典範増補も

「公布」されている61）。また皇室令については、「皇室典範ニ基ツク諸規則、

宮內官制其ノ他皇室ノ事務ニ関し勅定ヲ経タル規程ニシテ発表ヲ要スルモ

ノ」（公式令第 5条）と規定された。一方に憲法─法律（国務法体系）、もう

一方に旧皇室典範─皇室令（宮務法体系）という二元体制のもと、伝統的な

皇室観をも損なわない形の立憲君主制ができあがったといえるであろう。

　他方で、皇室財産に対する課税はどのように捉えられるようになったの

か。皇室財産令の制定経緯に関する川田敬一の研究においては、当時の皇室

財産課税に対する考え方の一端が明らかにされている。それによれば、皇室

財産令の審議過程において、普通御料に対して「公課補助」（世伝御料・陵

墓・学校・博物館・公園・皇族本邸・皇族墓地・その他公益慈善のために供

するもの以外の御料、および皇族所有の不動産については、人民が所有する

場合の不動産またはそこから生じる所得に対して課される国税・府県税・市

税・区税・町村税・その他の公課と同額を、国庁府県市区町村その他公共団

体に付与するというもの）が存在したが、それが途中から「下賜すべし」

（普通御料に属する不動産について、公課に相当する金額を公共団体に下賜）

へとかわり、最終的な修正によって削除されたという62）。川田は、「下賜」

の文言が削除された理由を、下賜を皇室令で公布すれば、皇室の尊厳を傷つ

けるおそれがあると考えられたからではないか、と考察している63）。



天皇の「公」「私」と皇室財産への課税 （山田）

─ 17 ─

　このように皇室令などの条文では規定されることにはならなかったが、財

産の「下付」や「下賜」が、御料地への「課税」に置き換えられて用いられ

るようになっていく。加藤の論究によれば、第一次世界大戦の戦中、戦後か

ら、御料地を課税対象としない（地租附加税を課さない）ことによって、御

料地の存する市区町村で見込めるはずの税収が確保できず財源に苦しむ（そ

れによって御料地所在市区の住民に重い税負担が課される）という事態が発

生し、その解決の方策として 1920 年以降、「御料地所在市区町村に対する賜

金内規」にしたがって、地租附加税相当額を当該市区町村に「下賜」する慣

行が形成されていった。1920 年代は 20 万円前後の賜金額が毎年支出されて

いる64）。この点につき酒巻芳男も、「御料地は無税地なるが故に、所在市町

村の収入に関する所多きことを思召され、宮内大臣に適当の処置を取るべき

を命ぜられ、仍って大臣は案を立て大正 9年以来毎年此等の市町村に対し御

下賜金がある。政府も之に刺戟せられて国有林所在地市町村に対し交付金を

下付することになった。」65）とする。

　当時、天皇については、意識的に「課税」ではなく「下賜」という表現が

用いられたのである。これによって天皇統治の正当性が、イデオロギー的に

強調されたという面は否定できないであろう66）。天皇制慈恵主義という観

点から福祉行政の研究をおこなう遠藤興一が、すべての下賜が天皇の「個人

的な慈恵動機や人格的な発意に彩られた善事、恵事とみることには無理があ

り」、大半は宮内省官僚による輔弼にもとづいていた、と指摘するよう

に67）、たしかに実際の手続きとしてみればそうであったかもしれない。し

かし、古代律令制の頃から、天皇や皇室が「恩賜」や「下賜」等によって

（時代によってその呼称や仕方はさまざまであるようだが）、災害飢饉などの

際には、救恤・救済をおこなってきたこともまた事実であり68）、統治権者

でなくなり、日本国および日本国民統合の象徴と位置づけられることになっ

た今日においても、このような天皇の「しらす」的性格は、そのもっとも根

源的な本質として継承されているのではないか。

　皇室内部に関する詳細な情報が特に少ないこの時代の皇室費支出につい
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て、『帝室統計書』にもとづき森暢平が 1913（大正 2）年皇室決算を調査し

たデータがある。それによると宮廷内費の贈賜、東宮費内贈賜、その他の恩

賜の合計は 105 万 7519 万円にのぼり、1911 年度以降一定となる皇室費 450

万円の約 23.5％もの大きな割合を占めている69）。

　明治期の近代化の過程で一度はヨーロッパ王室を倣って日本皇室の「公

私」も分けようと試みたが、必ずしもそれがうまく機能しなかった。それは

元来、天皇・皇室の統治が「公的」であるとの日本の歴史にもとづく認識が

存在していたからである。ゆえに、私料とされる普通御料の性格も「公的」

性格が強いものとされ、課税対象とはならなかった。皇室財産に対する課税

論議は存在したが、結果として「課税」ではなく、天皇の伝統的公的統治に

矛盾しない「下賜」という手段が選択されていった。本節で示した戦前の皇

室財産の性格や課税をめぐる議論には、現在の象徴天皇制のあり方や、内廷

費・皇室財産の性格を考えるうえでの重要な示唆が含まれていると考える。

4．GHQ占領期の財産税課税

　第二次世界大戦敗戦後、皇室財産は GHQの政策にしたがって大きく二段

階にわけて国家に移管された。一段階目が皇室財産への財産税課税、そして

二段階目に残りの皇室財産を日本国憲法第 88 条の規定によって国有化する

という仕方によってである70）。

　戦後、皇室財政の問題について占領軍の管理方針が最初に示されたのは、

1945（昭和 20）年 9月 22 日に国務省より発表された「降伏後における米国

の初期の対日方針（SWNCC 150/4/ “U.S.Initial Post─Surrender Policy for 

Japan”）」においてである。この中の第 4部経済の項では、「皇室の財産は、

占領の目的を達成するに必要な措置から免除されることはない」と規定され

た71）。これに伴って GHQは日本政府に皇室財産の現況に関する報告を求め

ているが、同年 10 月 30 日に宮内省より公表された皇室の財産総額は、美術

品・宝石・金銀塊等及び一般皇族の財産を除いた現金および有価証券、土地
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建物、木材だけで 15 億 9061 万 5500 円にのぼった72）。このように、日本の

皇室には明治期から昭和終戦時まで蓄えられた莫大な財産があったため、占

領軍は皇室を、日本を戦争へと駆り立てた財閥のようなものとして捉え

た73）。日本を民主化するうえでは、皇室の影響力を経済的な観点から徹底

して除去しなければならないという強い政策目的が存在していたのである。

経済科学局（ESS）の覚書にもとづいて、総司令部は同年 11 月 18 日に皇室

財産の取引や譲渡の一切を制限する措置を講じ74）、さらには続けて同 24 日

に戦時利得税と財産税を創設する命令を下した75）。これによって、戦前に

課税対象とならなかった皇室財産に対して、はじめて財産税が課税されるこ

とが決定した。なお、経済科学局金融課長クレーマー（Raymond. C. 

Kramer）は皇室財産凍結・国家移管に関する経済科学局長覚書の中で、皇

室財産のことを「純粋に私的な家族財産（purely private family holding）」で

はなく「準公的な（quasi─public）財産」と評価しつつ、経済財政分野にお

いては私企業と同様に扱われるべきであると述べている76）。

　ところで、新憲法の起草に関しては、日本は当初、戦前の大日本帝国憲法

とあまりかわらない保守主義的な内容に拘っていたため、憲法問題調査委員

会の憲法草案が毎日新聞にスクープされるとすぐに、マッカーサーは日本政

府を「指導（guide）」するための憲法改正案を総司令部で作成することを決

定する77）。それからおよそ 10 日後の 1946（昭和 21）年 2月 13 日に日本政

府へ提示されたのが、その後の憲法制定過程においてたたき台となるマッカ

ーサー草案（GHQ憲法草案）である。マッカーサー草案の第 82 条は次のよ

うに規定する。

マッカーサー草案第 82 条「世襲財産ヲ除クノ外皇室ノ一切ノ財産ハ国民ニ帰属
スヘシ。一切ノ皇室財産ヨリスル収入ハ国庫ニ納入スヘシ。而シテ法律ノ規定ス
ル皇室ノ手当及費用ハ国会ニ依リ年次予算ニ於テ支弁セラルヘシ。」

　草案中「世襲財産ヲ除クの外」という部分が、その後の日米間折衝で重要

な意味を持つことになる。日本政府は「世襲財産」の中に収益性のある財産
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を含めようとした。それによって皇室の費用が不足するのを将来にわたって

防止しようと考えていた。これに対して、GHQはそれを認めず、「世襲財

産」は皇居や離宮といった収益性のない財産を指し、皇室財産から生じる収

益も国庫に帰属するという姿勢であった。戦前のような莫大な財産形成を予

防する趣旨である78）。マッカーサー草案が起草される前後には、GHQ内部

で皇室財産の性質や内容についてさまざまな議論が交わされたが79）、1946

（昭和 21）年 1月 29 日に経済科学局と天然資源局、民政局の代表が参加し

てひらかれた会議において、民政局法規課長のラウエル（Milo E. Rowell）

は、①御料地という名の土地財産は、世襲財産を除いて、すべて農林省に移

管すること、②世襲財産は皇室の私的財産として保有され課税対象となるこ

と、③帝室博物館の財産は、それぞれ適切な省庁に移管すること、④すべて

の流動財産は、皇室からそれぞれ適切な機関へ移管されること、⑤すべての

皇族財産は、私的財産として皇族に返すこと、⑥禁衛府（皇宮警察）および

学習院を宮内省管轄から除外すること、を示した80）。さらに②の提案目的

を次のように言う。

　「天皇の財産に影響を及ぼすということは、日本の天皇を崇敬している人々に
とって、重大なる関心事である。天皇による国民の統制なくしては、我々の占領
政策は達成できない。…（中略）…マッカーサーなら、このような皇室の財産を
我々が取り上げるというやり方ではなく、日本政府に天皇の財産を取り上げさせ
るという方法を良しとするのではないかと思う。…（中略）…天皇は自身の世襲
の資産を有するが、それに対しては日本政府が課税する。…（中略）…天皇が財
産を有するとすれば、それは国民の立場において保有しなければならない。天皇
は国会からその費用を受け取るが、このことは我々が天皇を一種の国家的機関
（a state functionary）としてではなく、一人の人間（a human being）として扱っ
ていることを示唆するものである。天皇の私的財産は、他のいかなる者の私的財
産と同様の法律に従うのである。」81）

　ちなみに、ラウエルはこの会談の 5日前、1月 24 日付の所見82）の中で、

JCS1380─15 に「皇室財産は公的財産とみなされるべきである」とある点を

確認している。JCS1380─15 というのは、1945（昭和 20）年 11 月 3 日に統
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合参謀本部（JCS）によって承認され、マッカーサーに命令された「降伏後

における初期の基本的指令 （“Basic Initial Post Surrender Directive to Supreme 

Commander for the Allied Powers for the Occupation and Control of Japan” 

JCS1380─15）」のことである。にもかかわらず、この 29 日の会議において、

ラウエルから上記②のような提案がなされたことに対して、経済科学局のハ

ットフィールド（Hatfield）は、「すべての皇室財産は公的財産とみなすとい

う趣旨の指令をワシントンから受けている。もし我々が天皇に世襲財産の保

有を認めるとなれば、そのことについてワシントンの承認を得る必要がある

のではないだろうか」と質問している83）。アメリカ本国では、早い段階か

ら皇室財産の性格を「公的」と考えており、その認識は GHQ内部において

も存在した。にもかかわらず、この「世襲財産」を私的財産と位置づけて課

税するという手段に拘った背景には、戦前まで否定されてきた「天皇への課

税」を実施する（しかも日本政府自らの手で）こと自体に意義を認める、い

わばイデオロギー的な動機があったのではないかと推量できる。

　その後、マッカーサー草案中「世襲財産」の文言は、ホイットニー案

（1946（昭和 21）年 8月 6日））から削除されることになる。「すべて皇室財

産は、国に属する。」とすれば、条文の「皇室財産」は公的財産のみを指し、

私的財産は含まれないので、予算から得られる収入の節約や、草案第 8条の

献上等により、私有財産を積み上げていく途が拓かれているといった理由が

挙げられている84）。

　このように戦後占領期の皇室財産は、皇室財産特有の公私の不分明さを残

しつつ、天皇は「私的財産」なるものを持ち、したがってそこには「課税」

をするという方針のもとに取り扱われた。この姿勢は、皇室経済法の内廷費

の性格について GHQ経済科学局のウォルターが「内廷費の残額は翌年度に

おける天皇の私的な収入となると認むべきであって、その点において他の私

的な収入と何等異なるところはないのであるから、他の私的収入と同様当然

に課税すべきである。こう言う残額から巨大な富を蓄積すると言うような可

能性を残しておくべきではないと思う。」85）と述べている点にも見い出せる。
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　最終的に皇室財産に対する課税評価額は、インフレや当初は含まれていな

かった美術品・宝石・金銀塊等が含まれたことによって大幅に増加し、37

億 4712 万円に達した。そのうち 33 億円 4268 万円が、財産税法（1946（昭

和 21）年 11 月 12 日公布）にしたがって納付され、残りの 4億円余りも憲

法規定によって国有化された。皇室には金融資産 1500 万円の御手元金のほ

か、幾許かの美術品や宝石、身の回り品のみが残されることとなった86）。

　天皇に関する小委員会で憲法起草を担当したプール（Richard Poole）は、

スウェーデンやノルウェーなど北欧の王政国家の憲法のほか、イギリス王室

をおおいに参考にしたと述べている87）。マッカーサー三原則の最後にも、

「予算についてはイギリスの制度を倣う」（Pattern budget after British 

system）とあり、事実、憲法第 88 条には、皇室の予算が国会のコントロー

ルのもとに置かれることが規定された。皇室財産の性格づけや課税につい

て、GHQが具体的にどの程度イギリス等ヨーロッパの王室制度を参照して

いたかについては、さらなる実証的な研究を待たなければならないが、明治

期にヨーロッパの王室制度を見倣い、さらにこの占領期政策によって改めて

「ヨーロッパ王室化」されたとみることもできる。

　占領下という特殊な状況のもとで示された皇室財産の性格や課税の是非に

関する認識は、その後ほとんど変容しないまま維持され、今日の天皇の公私

や皇室財産への課税に関する考え方に受け継がれているように見受けられ

る。すなわち、天皇および皇室財産の公私をわけ、その私的部分については

国民と同様に扱い課税もするという考え方である。

5．おわりに

　明治期、ヨーロッパの王室を倣って、皇室の「公」「私」を財政面におい

て峻別しようとした。このことは、世伝御料と普通御料の区別や、私料とさ

れる御料地には課税すべきとの議論があった点に示されている。ところが、

元来、日本の統治は、天皇の「公事」としてなされてきたものであって、家
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督国家として成立したヨーロッパ王室の制度は日本に馴染まないところが多

かった。そうして生じた宮中府中の不分明な点を、帝室制度調査局が、皇室

は国家の一要素であると明確に位置づけることによって解消し、各種法制度

を整備した。国家における皇室の公的性格が再確認される一方、皇室財産へ

の「課税」は、その公的性格に矛盾することのないように「下賜」という概

念に置換されることとなったと捉えることができる。戦前は一部の皇族の所

有地を除いて、皇室財産は課税対象とならなかった。

　戦後占領期においては、GHQは天皇の経済的影響力を排除するために、

それまで蓄積された膨大な皇室財産を解体・処理した。とりわけ「課税」と

いう手段には、戦前において主権者であり神聖不可侵とされた天皇を、通常

の法律の下に一般国民と同様に扱うという重大な意図が込められていた。皇

室財産を直接国有化するという仕方ではなく、税金を支払わせるという方法

にこだわったことで、天皇の「私」の側面が強調され、結果として伝統的な

天皇の「公」の性格を弱めたのではないか。このことは、今日の通説的理解

にも一定の影響を与えつづけ、結果、天皇の「公」「私」をめぐる様々な問

題（相続税課税問題や皇室行事と政教分離問題）を惹起する一つの大きな要

因になっていると考える。

　皇室財産に対する課税問題は、日本において天皇の「公」「私」をどのよ

うに位置づけるかという問題と密接に結びついている。憲法学においては、

天皇の行為を国事行為、公的行為、私的行為の 3つに分ける考え方が支持さ

れている。国事行為は憲法に規定されているから別としても、公的行為と私

的行為の線引きは、はたしてどこまで可能であろうか。太古から今日に至る

まで連綿と受け継がれてきた皇室祭祀や、現在も続く災害見舞金、慈善・社

会事業や学芸への奨励金などの下賜金慣行はプライベートとしての行為では

なく、今も昔もかわらず公的な性格を有している。戦前は、収益をともなう

財産によって、これらを支弁してきたが、今日は内廷費によってまかなって

いる。天皇にも私的な領域があるとすれば、それは一般国民と同じものとし

て捉えるのは適当でなく、「象徴天皇」という公的な存在を前提とした「私
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的領域」であると考えるべきであり、元来天皇の「公」「私」は不分明なも

のであるとの前提に立った理解でなくてはならない。ゆえに、内廷費もやは

り公的性質を有しており、その残余もただちに一般国民の「私的財産」と同

義とはならない。にもかかわらず、天皇の皇室祭祀は私事であり、その祭祀

の費用や内廷職員の人件費、下賜金等の支出の残余は私的財産となるので、

一般国民と同様に課税するというのは、やはり日本の伝統的皇室観と相容れ

ないといわざるをえない。

　新たに天皇陛下が即位し、元号も改められた。一方で現在、憲法改正の機

運も高まりつつある。日本の歴史や伝統を踏まえた現代象徴天皇制のあり方

を見つめなおし、皇室財産への課税の是非についても今一度議論するべき時

に差し掛かっているのではなかろうか。
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